
東京都内における七輪等の上部に設置される排気
ダクト等に係る技術基準の制定経過について

東京消防庁



背景

１．本技術基準策定の経過等

検討
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東京消防庁では、都内で発生した焼肉店における七輪等に起因する火災原因を分析した。
分析の結果、火災予防条例で七輪等の火気器具の上部に設置される排気ダクト（以下「上引
きダクト」という。）における位置、構造及び維持管理の基準が定められていないため、厨房設
備の排気ダクトの位置、構造及び維持管理の基準を大きく逸脱していることが原因であった。

上引き排気ダクト技術基準策定を目的に、有識者で構成される検討会を立ち上げ、ダクト
燃焼実験をはじめ上引き排気ダクトに関する各種火災抑制方策の検討を行い、「火気器具
上部に設置される排気ダクトの火災抑制方策に関する調査研究報告書」を作成し、令和７
年３月に公表した。

基準策定

上記報告書の提言に基づき、「火気器具上部に設置される排気ダクト等に係る技術基準」
を策定し、令和７年３月に東京消防庁内各消防署に通知し、施行日を令和７年１０月１日とし
た。

日本空調システムクリーニング協会をはじめ、東京都建築設備設計事務所協会など各関
係団体に対し、説明会実施した。

業界団体への周知



研究背景

事例① 出火原因：清掃不良
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図１ 延焼経路図

令和２年に東京消防庁で
行った調査研究より、
① ダクト内の油脂の

厚み0.4mm以上

② 排気取入口の風速
が低い場合

で、ダクト内に延焼する
リスクが高まることが判
明している。

２．本技術基準策定の背景（火災事例紹介）



調査項目 店舗状況

熱源 ガス

焼いていたもの 多量の肉（食べ放題）

距離（火源～排気取入れ口） ２３ｃｍ

距離（火源～GF） １１３ｃｍ

距離（火源～FD） １００ｃｍ

油塵厚み（排気取入れ口） ２ｍｍ

油塵厚み（GF） ０．２ｍｍ

清掃頻度（排気取入れ口、GF） 毎日

清掃頻度（ダクト全体） 不明

ヒューズ
温度180度

通
常
と
逆
？

グリス除去装置

防火ダンパー

事例② 出火原因：GFとFDの位置が逆

２．本技術基準策定の背景（火災事例紹介）

枝
ダ
ク
ト
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調査項目 店舗状況

熱源 ガス

距離（火源～排気取入れ口） １６ｃｍ

距離（火源～GF） １００ｃｍ

距離（火源～FD） １１３ｃｍ

油塵厚み（FD１次側） ０．２ｍｍ

油塵厚み（メイン管） ０．２ｍｍ

清掃頻度（GFまでの枝管、GF） 週２回

清掃頻度（ダクト全体） ３年前

防火ダンパー

枝
ダ
ク
ト

２．本技術基準策定の背景（火災事例紹介）

事例③ 出火原因：縦ダクトにFDを設置 エルボを介さず主
ダクトに接続
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調査項目 店舗状況

熱源 ガス

焼いていたもの 多量の肉（食べ放題）

距離（火源～排気取入れ口） ２２ｃｍ

距離（火源～GF） １２３ｃｍ

距離（火源～FD） １０２ｃｍ

油塵厚み（排気取入れ口） １ｍｍ

油塵厚み（GF） 不明

清掃頻度（排気取入れ口、GF） 毎日

清掃頻度（ダクト全体） １年に１回

通
常
と
逆
？

・ヒューズ温度180℃、FVD不作動
・ヒューズがFVD羽根のファン側に設置
・Vを絞っているため、ヒューズが羽根に隠れている。

ファン側から火源側に向かって撮影した画像

建基法上の防火
区画ではFVDの
使用は禁止さ
れている。

グリス除去装置

防火ボリューム
ダンパー(FVD)

FVD羽根

事例④ 出火原因：GFとFDの位置が逆

２．本技術基準策定の背景（火災事例紹介）
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調査項目 店舗状況

熱源 ガス

距離（火源～排気取入れ口） 24ｃｍ

距離（火源～GF） なし

距離（火源～FD） 90ｃｍ

油塵厚み（枝ダクト） １ｍｍ

風速 ４～５m/s

清掃頻度（排気取り入れ口の網） 毎日

清掃頻度（リニューアル後１年） 1年間未清掃

防火ダンパー①
280℃ 排気取り入れ口の網（GFなし）

防火ダンパー② 280℃
火源側からの画像

ヒューズの汚れがすごい！

グリスフィルター
がないので…

防火ダンパー

防火ダンパー

枝
ダ
ク
ト

枝
ダ
ク
ト

事例⑤ 出火原因：FD２個 GF０個 FD２８０℃

２．本技術基準策定の背景（火災事例紹介）
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7本実験装置イメージ図

防火ダンパー ( FD① )

防火ダンパー ( FD② )

排気ファン

３．検討（燃焼実験の実施）



8実際に製作した本実験装置

観察窓 観察窓

観察窓

３．検討（燃焼実験の実施）
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ダクト内の温度計測位置

縦ダクト及び横ダクト内の熱電対設置位置

⑤

②

④

③

①

10cm

10cm

10cm

10cm

防火ダンパー

一次側 ニ次側

横ダクト内の熱電対
設置位置(５点)

縦
ダ
ク
ト
内
の
熱
電
対

設
置
位
置(

５
点)

３．検討（燃焼実験の実施）
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横ダクト内の温度計測位置

横ダクト断面内に設置した熱電対(5箇所)の設置位置のイメージ図

温度ヒューズ

上部側

下部側

横ダクト内
の断面形状

各熱電対の位置

３．検討（燃焼実験の実施）



火源から排気取入口までの距離について

◎ 火気設備（通常の飲食店での厨房設備）

火気設備
（飲食店の厨房設備等）

厨房設備

グリスフィルター

排
気
ダ
ク
ト

約1m

火気器具
（焼肉店の七輪等）

約20cm七輪

グリス除去装置

排気ダクト(主ダクト)

排気ダクト
(枝ダクト)
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厨房排気ダクト
の排気取入口
までの距離

火源から約１ｍ

上引き排気ダクト
の排気取入口まで
の距離

火源から約20ｃｍ

通常の厨房設備に
比べて極端に短い

火が入りやすい

◎ 火気器具（焼肉店の七輪等）

火源 火源

３．検討（実験結果に基づく検討）



◎ 上引き排気ダクトにおいて排気取入れ口までの距離１ｍを確保するには、

① 排気取入口での風量及び風速を高める

② 排気取入口付近に天蓋等を設ける

現在の焼肉店舗における上引き排気ダクトの設置環境を鑑みると非現実的
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火源から排気取入口までの距離について

４．検討（実験結果に基づく検討）

◎ GFまでの経路に油塵がない状態で実験したところ、GFの２次側（排気
ファン側）に油塵があっても着火しなかった。

排気取入れ口までの距離は規定せず、定期的な清掃を行うことで対応する
こととした。



防火ダンパーの設置位置について
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① 防火ダンパーを縦ダクトに設置した状態での燃焼実験の結果

縦ダクト燃焼実験の結果（165℃ヒューズ）

・温度ヒューズに付着
させる油脂量３.０ｇ
に設定

・汚れた温度ヒューズ
でも延焼を防止でき
る基準を設定する

・縦ダクトにＦＤを設
置した場合、延焼拡
大する可能性大

油脂が無い状態の温度ヒューズ 油脂を付着させた温度ヒューズ

４．検討（実験結果に基づく検討）
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温度ヒューズの設置位置を横ダクト下部側と上部側の2パターンで燃焼実験

横ダクト内
の断面形状

横ダクト内
の断面形状

温度ヒューズ

温度ヒューズ

４．検討（実験結果に基づく検討）

防火ダンパーの設置位置について

② 防火ダンパーを横ダクトに変更して燃焼実験を実施



15横ダクト燃焼実験の結果（165℃ヒューズ）

実験結果（ 実験Ｎo.５～９ ）（温度ヒューズ165℃に設定）

４．検討（実験結果に基づく検討）

横ダクト上部にＦＤを設置した場合、延焼防止できる可能性大



実験結果（実験No.1～9のまとめ）（温度ヒューズ165℃）
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実験Ｎo.10～12（ 温度ヒューズの公称作動温度の変更 )

実験条件および結果（温度ヒューズ１２０℃）

165℃ ⇒ 120℃

① 防火ダンパー⇒横ダクトに設置
② 温度ヒューズ⇒熱電対②の位置

延焼防止効果が大

４．検討（実験結果に基づく検討）
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実験結果( 実験Ｎo.13～16）（ 排気取入口での風速を変化させた場合 )

風速３ｍ/秒 ⇒ ６ｍ/秒 or   1.7ｍ/秒 に変更

表 風速を変えた燃焼実験の結果

※ 温度ヒューズはすべて下部側

４．検討（実験結果に基づく検討）
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⑴ 防火ダンパーの延焼防止性能

⑵ 温度ヒューズの設置位置 ダクト内上部が延焼防止性能

⑶ 温度ヒューズ感知温度 で、すべて延焼防止

⑷ ダクト内の温度上昇の傾向 縦ダクト・横ダクト

⑸ 温度変化のタイミング 縦ダクト・横ダクト

⑹ 上引きダクトへの着火性 風速

⑺ ダクト内着火後の延焼拡大性 風速

横ダクト 縦ダクト>
大

120℃

同じ挙動

同じ挙動

大

小 着火しやすい

延焼しやすい

実験結果のまとめ

４．検討（実験結果に基づく検討）



④②

構造編
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① グリス除去装置設置の明確化及び設置位置の基準化
⇒ グリス除去装置の設置位置は火源から80㎝以上～100㎝以下（点検の容易性のため）

② 防火ダンパーの設置の明確化及び設置位置の基準化
⇒ 防火ダンパーはエルボに近接した横ダクト部分に設置 ＦＤとＧＦの設置位置の明確化

③ 防火ダンパーの温度センサーの設定位置及び設定温度の基準化
⇒ 温度センサー（おおむね120℃）は横ダクト内の断面上部側に設置

④ 防火ダンパーに近接した位置への点検口設置の基準化
⇒ ダクト内の点検・清掃・防火ダンパーの作動状態の確認に必要な点検口の設置

グリス除去装置及び防火ダンパーの設置位置（例）

温度ヒューズ

上 部 側

下 部 側

防火ダンパーの羽根

火

源

側

排
気
フ
ァ
ン
側

防
火
ダ
ン
パ
ー
の
羽
根

温度ヒューズ

温度ヒューズ
（温度センサー）
の設置位置（例）

①

③
火源

上部側

下部側

火
源
側

排
気
フ
ァ
ン
側

温度ヒューズ

温度ヒューズ

５．技術基準の概要



点検・清掃編
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① 上引き排気ダクト等の排気取入口からグリス除去装置までの部分は、店舗の営業日ごとに
点検及び清掃を実施すること。

② ①以外の枝ダクト（主ダクトへ繋がるダクト部分）は、目視等による点検を６か月に１回
実施すること。

③ の点検の結果、枝ダクト内に厚さ0.4 を目安として油脂汚れが確認された場合は、防火
ダンパーを含む枝ダクト内を清掃すること。

④ ③の清掃は、排気取入口から横ダクトの概ね１mまでの範囲を重点的に実施すること。
⑤ 防火ダンパーの温度センサーは、６か月に1回以上点検及び清掃を実施するとともに、油脂
の付着状況に応じて新品のものに交換すること。

凡例

：グリス除去装置

：防火ダンパー

【重点清掃範囲】
横ダクトの全て

【
重
点
清
掃
範
囲
】

主ダクト

排気取入口

店
舗
営
業
日
ご
と
に
清
掃

６か月に１回以上点検

横ダクト

【重点清掃範囲】
主ダクトの概ね１ｍ部分

店
舗
営
業
日
ご
と
に
清
掃排気取入口

６か月に１回以上点検

排
気
フ
ァ
ン
側

主ダクト

【
重
点
清
掃
範
囲
】

例３ 横ダクトがない場合例２ 横ダクトの長さが１ｍ未満の場合

上引き排気ダクト等の重点清掃範囲イメージ図

【重点清掃範囲】
横ダクトの概ね１ｍ部分

【
重
点
清
掃
範
囲
】

主ダクト

排気取入口

店
舗
営
業
日
ご
と
に
清
掃

６か月に１回以上点検

横ダクト

例１ 横ダクトの長さが１ｍ以上の場合

凡例

：グリス除去装置

：防火ダンパー

凡例

：グリス除去装置

：防火ダンパー

５．技術基準の概要



出火防止対策指導編
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① 利用客が一度に多量の食材を焼かないように注意喚起するとともに、客席への氷の準備等
を徹底すること。

② 一度に多量の食材を焼くことによる火災危険の周知を目的とした掲示物及びメニュー表等
を作成し、適切な場所に掲示すること。

５．技術基準の概要


